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はじめに  

寝屋川市いじめ防止基本方針（以下「市基本方針」という｡)は、いじ

め防止対策推進法（平成 25年法律第 71号。以下「法」という｡)及び国の

「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成 25年 10月 11日決定。以

下「国基本方針」という｡)の内容を踏まえ、これまで教育委員会・学校5 

が示してきた事項を改めて確認・徹底するとともに、教育委員会・学校

内での組織的な対応や地域・家庭・関係する機関及び団体（以下「関係

機関等」という｡)との連携等一層の取組の強化を図ることを目的として

策定するものです。  

いじめは、いじめを受けた児童又は生徒（以下「児童等」という｡)の10 

教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に

重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険性を生じさ

せるおそれがあるものです。  

本市では、この「市基本方針」に基づき、全ての学校や関係機関等を

はじめ、市全体でいじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及15 

びいじめへの対処をいう。以下同じ｡)に取り組み、全ての地域社会・教

育活動において、児童等の安心・安全を確保し、市全体で児童等の健全

育成を図り、いじめのない社会、いじめのない学校づくりを一層進めて

いきます。  

 20 

第１  いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項  

１  いじめの定義  

法第２条では、「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等

が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあ

る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インタ25 

ーネットを通じて行われるものを含む｡)であって、当該行為の対象

となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義さ

れています。  

この場合の「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ

学校・学級や部活動の児童等や、塾やスポーツクラブ等当該児童等30 
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が関わっている仲間や集団（グループ）等、当該児童等との何らか

の人間関係を指すものです。  

また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたか

られたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすること

等を意味します。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被5 

害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、

児童等の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断す

るものとします。  

なお、インターネット上で悪口の書き込み等があり、被害児童等

がそのことを知らず、心身の苦痛を感じるに至っていない場合でも、10 

加害児童等に対する指導等、適切な対応が必要となります。  

加えて、被害児童等の立場に立って、いじめに当たると判断した

場合にも、その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限りませ

ん。例えば、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童等に心

身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つ15 

けたが、すぐに加害児童等が謝罪し教員の指導によらずして良好な

関係を再び築くことができた場合等においては、学校は「いじめ」

という言葉を使わず指導するなど柔軟な対応による対処も可能です。

ただし、これらの場合であっても法が定義するいじめに該当するた

め、事案を法第 22条の学校におけるいじめの防止等の対策のための20 

組織（以下「学校いじめ対策組織」という。）へ情報共有すること

は必要となります。  

 

２  いじめの防止等に関する基本的な考え方  

いじめは、どの児童等にも、どの学校でも起こりうることであり、25 

全ての児童等に関係する問題です。そして、児童等の内面を深く傷

つけるものであり、人権に関わる重大な問題です。  

「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との

認識の下、いじめの加害・被害児童等だけでなく、傍観者にあたる

児童等に対する指導の充実を図るとともに、豊かな人間関係を築く30 
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ための人権教育や道徳教育に取り組むことが必要です。  

いじめは、学校だけの問題ではなく、学校内外を問わず起こりう

ることであることから、いじめの防止等に向けて、学校・地域・家

庭・関係機関等全ての関係者が連携し、市全体で取り組むことが必

要です。  5 

⑴  いじめの未然防止  

他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定したり、異質な他

者を差別するといった大人の振る舞いが、児童等に悪影響を与え

る可能性があります。いじめの未然防止のためには、大人一人ひ

とりが、それぞれの役割を自覚し、責任ある行動を率先してとる10 

ことが必要です。  

そして、いじめは、どの児童等にも、どの学校でも起こりうる

ことを踏まえ、いじめを生まない土壌をつくるために、全ての児

童等を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、関係者

が一体となった継続的な取組が必要です。  15 

このため、全ての児童等に「いじめは決して許されない」こと

の理解を促し、児童等の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人

の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、心の

通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要です。  

⑵  いじめの早期発見  20 

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全

ての大人が連携し、児童等の小さな変化に気付く力を高めること

が必要です。  

このため、いじめは大人が気付きにくい場所等で行われたり、

遊びやふざけあいを装って行われたりする等、大人が気付きにく25 

くいじめと判断しにくい形で行われることを認識し、小さな変化

であっても、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠した

り軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要

です。  

⑶  いじめへの対処  30 
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いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを

受けた児童等やいじめを知らせてきた児童等の安全を確保し、い

じめたとされる児童等に対して事実関係を確認した上で適切に指

導する等、組織的な対応を行うことが必要です。また、家庭や教

育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関等との連携が5 

必要です。  

このため、教職員は日ごろから、いじめを把握した場合の対処

の在り方について、理解を深めておくことが必要であり、また、

学校における組織的な対応を可能とするような体制整備が必要で

す。  10 

 

第２  いじめの防止等のための対策の内容に関する事項  

１  いじめの防止等のために市及び教育委員会が実施する施策  

⑴  市基本方針の策定  

市は、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基15 

本的な方向や取組の内容等を「市基本方針」として定めます。  

市基本方針は国基本方針と学校基本方針の結節点となるもので

あって、各学校のいじめの防止等の取組の基盤となるものです。  

市基本方針には、いじめの防止等に関する基本的な考え方、い

じめの防止等の対策のための組織、いじめの未然防止や早期発見20 

のための取組、いじめへの対処、重大事態への対処等、いじめの

防止等全体に係る内容を記述します。  

⑵  いじめの防止等に取り組む関係機関等との連携  

いじめの防止等に取り組む関係機関等との連携を図るため、「寝

屋川市いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、いじめの防止等の25 

ための対策を推進するために必要な事項に関し、関係機関等との

意見及び情報の交換並びに連絡調整を行います。  

⑶  いじめの防止等に取り組む教育委員会の組織の設置  

法第 14条第３項及び第 28条第１項の規定に基づき、教育委員会

の附属機関として「寝屋川市いじめ問題対策委員会」を置き、教30 
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育委員会の求めに応じて、次に掲げる事務を担うものとします。  

ア  法第 14条第３項の規定によるいじめの防止等のための対策の

推進についての調査審議に関すること。  

イ  法第 28条第１項の規定による調査に関すること。  

⑷  相談体制の充実及び周知  5 

いじめを早期に発見するため、児童等及びその保護者が、いじ

めに係る相談を行うことができるようにするため、スクールカウ

ンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置及び各種いじめ相

談窓口等の相談体制の充実を図るとともに、その周知に努めます。 

⑸  啓発活動の実施  10 

児童等をいじめから守り、市全体でいじめの防止等に取り組む

ことへの理解及び協力を求めるため、啓発活動を実施します。  

  ⑹  幼児期の教育  

いじめの未然防止に向けて、幼児期の教育においても、発達段

階に応じて幼児が他の幼児と関わる中で相手を尊重する気持ちを15 

持って行動できるよう、取組を促します。また、就学前のガイダ

ンス等の機会を捉え、幼児や保護者に対するいじめの未然防止に

係る取組を企画・提案します。  

 

２  いじめの防止等のために市立の学校において実施する施策  20 

⑴  学校基本方針の策定  

学校は、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての

基本的な方向や取組の内容等を「学校基本方針」として定めます。  

学校基本方針を定める意義としては、次のようなものがありま

す。  25 

・学校基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員が

いじめを抱え込まず、かつ学校のいじめへの対応が個々の教職員

による対応ではなく組織として一貫した対応となる。  

・いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは、

児童等及びその保護者に対し、児童等が学校生活を送る上での安30 
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心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながる。  

・加害児童等への成長支援の観点を学校基本方針に位置付けるこ

とにより、いじめの加害児童等への支援につながる。  

学校基本方針には、いじめの防止等に関する基本的な考え方、

学校いじめ対策組織、いじめの未然防止や早期発見のための取組、5 

いじめへの対処、重大事態への対処等、いじめの防止等全体に係

る内容を記述します。  

その中核的な内容としては、いじめに向かわない態度・能力の

育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのた

めに、年間の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する10 

多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方

針を定め、その具体的な指導内容のプログラム化を図ること（「学

校いじめ防止プログラム」の策定等）が必要です。  

また、アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等の

あり方についてのマニュアルを定め（「早期発見・事案対処のマ15 

ニュアル」の策定等）、それを徹底するため、「チェックリスト

を作成・共有して全教職員で実施する」などといったような具体

的な取組を盛り込む必要があります。そして、これらの学校基本

方針の中核的な策定事項は、同時に学校いじめ対策組織の取組に

よる未然防止、早期発見及び事案対処の行動計画となるよう、事20 

案対処に関する教職員の資質向上を図る校内研修の取組も含めた、

年間を通じた当該組織の活動が具体的に記載されるものとします。 

さらに、いじめの加害児童等に対する成長支援の観点から、加

害児童等が抱える問題を解決するための具体的な対応方針を定め

ることも望ましいものです。  25 

加えて、より実効性の高い取組を実施するため、学校基本方針

が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを学校いじめ

対策組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、という PDCIサイ

クルを、学校基本方針に盛り込んでおく必要があります。  

学校基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に30 
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位置付けます。学校基本方針において、いじめの防止等のための

取組（いじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりに係る

取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に

応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実

施等）に係る達成目標を設定し、学校評価において目標の達成状5 

況を評価します。各学校は、評価結果を踏まえ、学校におけるい

じめの防止等のための取組の改善を図る必要があります。  

学校基本方針の策定・見直しをするに当たっては、方針を検討

する段階から保護者、地域住民、関係機関等の参画を得た学校基

本方針になるようにすることが、学校基本方針策定後、学校の取10 

組を円滑に進めていく上でも有効であることから、これらの関係

者と協議を重ねながら具体的ないじめ防止等の対策に係る連携に

ついて定めることが望ましいものです。また、児童等とともに、

学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、学校基本方針の

策定に際し、児童等の意見を取り入れるなど、いじめの防止等に15 

ついて児童等の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意し

ます。  

さらに、策定した学校基本方針については、各学校のホームペ

ージへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校基本

方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、そ20 

の内容を、必ず入学時・各年度の開始時に児童等、保護者、関係

機関等に説明します。  

⑵  いじめの防止等に取り組む組織の設置  

学校に、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、学

校いじめ対策組織を置くものとします。  25 

学校いじめ対策組織は当該学校の複数の教職員により構成し、

必要に応じて、スクールカウンセラー等、専門的な知識を有する

者に参画を要請し、いじめの防止等に関するアドバイスや意見・

協力を求め、組織的な対応を行います。  

いじめの未然防止・早期発見の実効化とともに、教職員の経験30 
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年数やクラス担任制の垣根を越えた、教職員同士の日常的なつな

がり・同僚性を向上させるためには、児童等に最も接する機会の

多い学級担任や教科担任等が参画し、学校いじめ対策組織にこれ

らの機能や目的を十分に果たせるような人員配置とする必要があ

ります。このため、学校のいじめ対策の企画立案、事案対処等を、5 

学級担任を含めた全ての教職員が経験することができるようにす

るなど、未然防止・早期発見・事案対処の実効化のため、組織の

構成を適宜工夫・改善できるよう柔軟な組織とすることが有効で

す。  

学校いじめ対策組織は、学校が組織的かつ実効的にいじめの防10 

止等に取り組むに当たって、中核となる役割を担います。  

具体的には、次に掲げる役割が挙げられます。  

   ア  未然防止  

     いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さ

ない環境づくりを行う役割  15 

   イ  早期発見・事案対処  

    （ア） いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける

窓口としての役割  

    （イ） いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する

情報や児童等の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を20 

行う役割  

    （ウ） いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や児童等の間の人

間関係に関する悩みを含む。）があった時には緊急会議を開催

するなど情報の迅速な共有、及び関係児童等に対するアンケー

ト調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめである25 

か否かの判断を行う役割  

    （エ） いじめの被害児童等に対する支援・加害児童等に対する指導

の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織

的に実施する役割  

   ウ  学校基本方針に基づく各種取組  30 
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    （ア） 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作

成・実行・検証・修正を行う役割  

    （イ） 学校基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に

係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割  

    （ウ） 学校基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能してい5 

るかについての点検を行い、学校基本方針の見直しを行う役割

（ PDCIサイクルの実効を含む。）  

    などが想定されます。  

      いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に

行うためには、学校いじめ対策組織は、児童等及び保護者に対し10 

て、自らの存在及び活動が容易に認識される取組（例えば、全校

集会の際に学校いじめ対策組織の教職員が児童生徒の前で取組を

説明する等）を実施する必要があります。また、いじめの早期発

見のためには、学校いじめ対策組織は、被害児童等を徹底して守

り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口である15 

と児童等から認識されるようにしていく必要があります。  

      教育委員会は、以上の組織の役割が果たされているかどうかを

確認し、必要な指導・助言を行います。  

      さらに、児童等に対する定期的なアンケートを実施する際に、

児童等が学校いじめ対策組織の存在、その活動内容等について具20 

体的に把握・認識しているか否かを調査し、取組の改善につなげ

ることも有効です。  

      学校いじめ対策組織は、いじめの防止等の中核となる組織とし

て、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報

を基に、組織的に対応できるような体制とすることが必要です。25 

特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行

うことが必要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行

う役割を担うため、職員は、ささいな兆候や懸念、児童等からの

訴えを抱え込まずに、又は対応不要であると個人で判断せずに、

直ちに全て当該組織に報告・相談します。加えて、当該組織に集30 
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められた情報は、個別の児童等ごとなどに記録し、複数の教職員

が個別に認知した情報の集約と共有化を図ります。  

      学校として、学校基本方針やマニュアル等において、いじめの

情報共有の手順及び情報共有すべき内容（いつ、どこで、誰が、

何を、どのように等）を的確に定めておく必要があります。  5 

      これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のため

に行うのではなく、気付きを共有して早期対応につなげることが

目的であり、学校の管理職は、リーダーシップをとって情報共有

を行いやすい環境の醸成に取り組む必要があります。  

⑶  いじめの未然防止の取組  10 

いじめはどの児童等にも起こりうるという事実を踏まえ、全て

の児童等を対象に、いじめに向かわせないための未然防止の取組

として、児童が自主的にいじめの問題について考え、議論するこ

と等のいじめの未然防止に資する活動の取組に努めます。  

また、未然防止の基本として、児童等が、心の通じ合うコミュ15 

ニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的

に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行います。  

児童等に対するアンケート・聴き取り調査によって初めていじ

めの事実が把握される例も多く、いじめの被害児童等を助けるた

めには児童等の協力が必要となる場合があります。このため、学20 

校は児童等に対して、傍観者とならず、学校いじめ対策組織への

報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性

を理解させるよう努めます。  

加えて、集団の一員としての自覚や自信を育みことにより、い

たずらにストレスにとらわれることなく、互いに認め合える人間25 

関係・学校風土をつくります。  

さらに、教職員の言動が、児童等を傷つけたり、他の児童等に

よるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細

心の注意を払います。  

⑷  いじめの早期発見の取組  30 



１１ 

 

いじめは、遊びやふざけあいを装って行われる等、大人が気付

きにくく判断しにくい形で行われることが多いことから、日ごろ

から児童等の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童等が示す変

化を見逃さないよう情報収集に努めます。  

また、アンケート調査を定期的に行うとともに、教育相談の実5 

施等により、児童等がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの

実態把握に努めます。  

各学校は、学校基本方針において、アンケート調査、個人面談

の実施や、それらの結果の検証及び組織的な対処方法について定

めておく必要があります。  10 

アンケート調査や個人面談において、児童等が自ら SOSを発信す

ること及びいじめの情報を教職員に報告することは、当該児童等

にとって多大な勇気を要するものであることを教職員は理解しな

ければなりません。これを踏まえ、学校は、児童等からの相談に

対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対応することを徹底しま15 

す。  

⑸  いじめへの対処  

法第 23条第１項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その

他の児童等からの相談に応じる者及びその保護者は、児童等から

いじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると20 

思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学

校への通報その他適切な措置をとるものとする。」としており、

学校の教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速

やかに、学校いじめ対策組織に対し当該いじめに係る情報を報告

し、学校の組織的な対応につなげなければなりません。すなわち、25 

学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじ

め対策組織に報告を行わないことは、同項の規定に違反し得るこ

とになります。  

また、各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係

る情報を適切に記録しておく必要があります。  30 
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学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係

の確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害児童等を徹底して

守り通します。  

加害児童等には、当該児童等の人格の成長を旨として、教育的

配慮の下、毅然とした態度で指導します。  5 

これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、

関係機関等との連携の下で取り組みます。  

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできません。

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件

が満たされている必要があります。ただし、これらの要件が満た10 

されている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判

断するものとします。  

ア  いじめに係る行為が止んでいること  

被害児童等に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態15 

が相当の期間継続していること。この相当な期間とは少なくとも

３か月を目安とします。ただし、いじめの重大性等からさらに長

期の期間が必要であると判断される場合は、この事案にかかわら

ず、教育委員会又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期

の期間を設定するものとします。学校の教職員は、相当の期間が20 

経過するまでは、被害・加害児童等の様子を含め状況を注視し、

期間が経過した段階で判断を行います。行為が止んでいない場合

は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視します。  

イ  被害児童等が心身の苦痛を感じていないこと  

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点にお25 

いて、被害児童等がいじめの行為により心身の苦痛を感じていな

いと認められること。被害児童等本人及びその保護者に対し、心

身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認します。  

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童等を

徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有します。30 
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学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児

童等の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割

分担を含む対処プランを策定し、確実に実行します。  

以上のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの

段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめ5 

が再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員

は、当該いじめの被害児童等及び加害児童等については、日常的

に注意深く観察する必要があります。  

 

３  重大事態への対処  10 

⑴  教育委員会又は学校による調査  

ア  調査を要する重大事態  

法第 28条第１項第１号「いじめにより当該学校に在籍する児

童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき。」については、被害児童等の状況に着目して判断15 

します。  

例えば、次のようなケースが想定されます。  

・児童等が自殺を企図した場合  

・身体に重大な傷害を負った場合  

・金品等に重大な被害を被った場合  20 

・精神性の疾患を発症した場合  

法第 28条第１項第２号「いじめにより当該学校に在籍する児

童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるとき。」の「相当の期間」については、「国

基本方針」では不登校の定義を踏まえ、年間 30日を目安とされ25 

ていますが、日数だけではなく、児童等の状況等、個々のケー

スを十分把握する必要があります。  

また、児童等や保護者から、いじめにより重大な被害が生じ

たという申立てがあったときには、その時点で学校が「いじめ

の結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と捉えて30 
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いたとしても、重大事態として対応する必要があります。児童

等又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重

要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、い

じめの重大事態ではないと断言できないことに留意します。  

イ  重大事態の報告  5 

学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に

報告します。  

教育委員会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調

査組織とするかを判断するとともに、重大事態の発生を市長及

び議会に報告します。  10 

ウ  調査の主体  

教育委員会は、学校からの報告を受けた際、その事案の調査

を行う主体や組織を判断し、次の組織で調査を行います。  

(ア) 学校が主体となる場合  

教育委員会は、学校に対して必要な指導、人的措置等の適切15 

な支援を行います。  

(イ) 教育委員会が主体となる場合  

学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発

生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合

や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合に20 

は、教育委員会において調査を行います。  

この際、因果関係の特定を急ぐことなく、客観的な事実関係

を速やかに調査します。  

エ  調査を行うための組織  

教育委員会又は学校は、その事案が重大事態であると判断し25 

たときには、当該重大事態に係る調査を行うために、速やかに

その下に組織を設けます。  

(ア) 学校が主体となる場合  

学校の下の組織が調査を行います。  

(イ) 教育委員会が主体となる場合  30 
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「寝屋川市いじめ問題対策委員会」が調査を行います。  

オ  事実関係を明確にするための調査  

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となっ

たいじめ行為が、いつ（いつごろから）、誰から行われ、どの

ような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童等の人5 

間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのよう

に対応したか等の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする

ことです。  

この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への

対応を直接の目的とするものでないことは言うまでもなく、学10 

校と教育委員会が事実に向き合うことで、当該事態への対処や

同種の事態の発生の防止を図るものです。  

(ア) 被害児童等からの聴き取りが可能な場合  

被害児童等からの聴き取りが可能な場合、被害児童等から十

分に聴き取るとともに、在籍する児童等や教職員に対する質問15 

紙調査や聴き取り調査等を行うことが考えられます。  

この際、被害児童等や情報を提供してくれた児童等を守るこ

とを最優先とした調査実施が必要です。  

次に、調査による事実関係の確認とともに、加害児童等への

指導を行い、いじめ行為をやめさせる必要があります。  20 

また、いじめを受けた児童等に対しては、事情や心情を聴き

取り、被害児童等の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち

着いた学校生活復帰に向けた支援や学習支援等をすることが

必要です。  

(イ) 被害児童等からの聴き取りが不可能な場合  25 

被害児童等からの聴き取りが不可能な場合は、当該児童等の

保護者の要望・意見を十分に聴き取り、迅速に当該保護者に今

後の調査について協議し、調査に着手します。  

調査方法としては、在籍する児童等や教職員に対する質問紙

調査や聴き取り調査等が考えられます。  30 
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カ  調査結果の提供及び報告  

(ア) 被害児童等及びその保護者への情報提供  

教育委員会又は学校は、調査により明らかになった事実関係

について、被害児童等やその保護者に対して説明します。  

これらの情報の提供にあたっては、教育委員会又は学校は、5 

他の児童等のプライバシー保護に配慮する等、関係者の個人情

報に十分配慮し、適切に提供します。  

(イ) 調査結果の報告  

調査結果については速やかに、学校は教育委員会に、教育委

員会は市長及び議会に報告します。  10 

⑵  調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置  

ア  再調査  

調査結果の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態へ

の対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要

があると認めるときは、調査結果について再調査を行うことが15 

できます。  

再調査についても、被害児童等及びその保護者に対して、適

時・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明しま

す。また、市長はその結果を議会に報告します。  

イ  再調査を行う機関の設置  20 

市長の附属機関として「寝屋川市いじめ問題再調査委員会」

を置き、再調査を行います。  

「寝屋川市いじめ問題再調査委員会」は、当該いじめ事案の

関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではな

い者 (第三者 )で構成し、当該調査の公平性・中立性を図ります。  25 

構成員は、弁護士や精神科医、学識経験者、心理・福祉の専

門家等、専門的な知識及び経験を有する者とします。  

ウ  再調査の結果を踏まえた措置  

市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、必要な措置

を講じます。  30 
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⑶  重大事態への対処チャート  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

調査結果の報告  

報告  
市長 

 
学校の下の調査組織  
〔各学校の下に設置〕  

〔構成員〕  
当該学校の複数の教職員・心

理、福祉等に関する専門的な知識
を有する者、その他の関係者等  

 
寝屋川市いじめ問題対策委員会  

〔教育委員会の下に設置〕  
〔構成員〕  
弁護士・精神科医・学識経験者・
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学校 

調査結果  

の報告  

教  育 委  員 会 

再調査の報告  議会 

必要があると認めた場合  

 
１  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財
産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。  

２  いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を
欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。  

重大事態の発生  

教育委員会 
調査の主体を判断する。  

市長 

再調査 

 

調
査
結
果
を
報
告 

寝屋川市いじめ問題再調査委員会  
〔市長の下に設置〕  

〔構成員〕  
弁護士・精神科医・学識経験者・心理、福祉等に関

する専門的な知識を有する者  
※  利害関係を持たない第三者  

議会 

 

調査結果  

の報告  



１８ 

 

第３  その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項  

市は、「市基本方針」について、法の施行状況等を勘案して、随時、

見直しを検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じます。  


